
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

基本的な方針」の変更案について 

 

１．概要 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の２第１項に基づき国が定める「廃棄物の減量

その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」

の変更が中央環境審議会循環型社会部会で検討中。 

 中央環境審議会循環型社会部会（11月17日）に提出された変更案は別添のとおり。 

＜廃棄物処理法関係条文抜粋＞ 

（基本方針）  
第五条の二  環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正

な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。  
２  基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向  
二  廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項  
三  廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項  
四  廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項  
五  非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項  
六  前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項  

３～４（省略）  
 
（都道府県廃棄物処理計画）  
第五条の五  都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その

他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。  
２  廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物

の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一  廃棄物の発生量及び処理量の見込み  
二  廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項  
三  一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項  
四  産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項  
五  非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項  

３～４（省略） 
 

２．国におけるスケジュール（予定） 

１１月１７日（火）    中央環境審議会循環型社会部会 

１１月中旬～１２月中旬  意見公募（パブリックコメント） 

１２月下旬        中央環境審議会循環型社会部会 

公文書による各都道府県への意見聴取 

告示 
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